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デジタル活用支援事業による高齢者向けスマホ教室の開催について

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

本市では，株式会社北海道通信特機と連携し，高齢者のデジタル機器

の不安解消を目的に，総務省の「利用者向けデジタル活用支援推進事業」

を活用した高齢者向けの「スマホ教室」を，次のとおり実施します。

つきましては，取材及び報道への御協力をお願いいたします。

１ 内 容 スマートフォンの電源の入れ方からアプリの使い方

などを学べる内容のほか,マイナンバーカードの申請

も受け付けます。

２ 開催日程 令和４年９月から１２月まで１０回程度開催

講座時間は,いずれも２時間

３ 対象者 おおむね６５歳以上の高齢者（各会場とも定員８人）

４ 参加料金 無料

５ 実施概要及び各会場の開催日程 添付有り

添付資料
有 ・ 無

（有・無のいずれかを囲むこと。）

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等

の配付を希望する場合は，その旨記入すること。

報道（取材）に当

たってのお願い

・取材に来ていただける場合は，事前にご連絡ください。

・取材の際は，健康チェック及びマスクの着用をお願いします。

備 考 新型コロナウイルス感染症の感染状況等により，変更又は中止となる

場合があります。



令和４年度デジタル活用支援事業による「スマホ教室」実施概要

１ 事業名

総務省「利用者向けデジタル活用支援推進事業」（地域連携型）

２ 目的

デジタル社会の進展が避けられない中，取り残される情報弱者，とりわけ高齢者への

支援が必要不可欠であることから，本市と株式会社北海道通信特機が連携し，デジタル

デバイド解消に向けた講習会・相談会を開催する。

３ 実施内容

開催を希望する老人福祉センター等を選定し，高齢者の活動拠点（利用施設）に出向

いてスマートフォンの基本操作からアプリの使い方などを実機を使って説明するスマホ

教室（講習会）を開催するとともに，スマートフォンの使い方について気軽に相談でき

る相談会も開催する。

○講座内容

①電源の入れ方，ボタンの操作方法

②電話のかけ方，カメラの使い方

③インターネットの利用方法

④地図アプリの利用方法

⑤マイナンバーカードの申請方法 など

※その他の内容についても，希望があれば可能な限り対応する。

４ 開催日程

(1) 講習会 令和４年９月から１２月まで１０回程度開催

講座時間は，いずれも２時間

(2) 相談会 令和５年１月から２月に５回程度開催予定

５ 参加対象者

おおむね６５歳以上の高齢者（各会場とも定員８人）

６ 周知方法

市ホームページ，こうほう旭川市民等で周知する。

７ 講習会等の実施イメージ

・受講者は全員実機を使用

演習中心で講習会を構成

・プロジェクターなどは用いず実機

の操作に集中

・講師は全体が見渡せる真ん中，ア

シスタントを 2名配置

・ロの字形式で配置することで受講

者の距離感を解消し，随時質問し

やすい環境を整備



令和４年度スマホ教室開催日程

ＮＯ 開催日 開催場所 住所

1 ９／５（月） 旭東高齢者いこいの家 南２条通２６丁目

2 ９／２８（水） 北部老人福祉センター 春光２条７丁目

3 １０／１１（火） いきいきセンター新旭川 新富１条２丁目

4 １０／１３（木） いきいきセンター永山 永山３条１９丁目

5 １０／２０（木） 東部老人福祉センター 東旭川南１条６丁目

6 １１／１１（金） いきいきセンター神楽 神楽４条８丁目

7 １１／１６（水） 近文市民ふれあいセンター 近文町１５丁目

8 １１／２１（月） 北部老人福祉センター 春光２条７丁目

9 １２／８（木） 東部老人福祉センター 東旭川南１条６丁目

10

※時間は，いずれも１０時３０分から１２時３０分まで

現在調整中
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